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Ⅰ 事業目的
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• 本事業は、担当課の再エネ促進法執行における業務負担を含めた社会全体でのトータルコストの削減、審査の迅速化の実
現及び不適切な事案の問題解決プロセスを構築するため、様々な解決策を積極的に追求できるよう、実際に起きている事
象から因果関係を捉え、担当課の継続した業務体制構築に資する業務支援及び改善策の提案・実行・調査を行うことを目
的とし実施した。

第１章 再エネ促進法発電事業者の不適切事案等を含む問合せ・情報提供への対応
第２章 再エネ促進法認定事業計画におけるトラブル事案の可能性調査及び提案
第３章 通報等に係る効率的・効果的な情報共有・進捗管理方法の調査及び提案
第４章 標準化に向けた調査及び提案
第５章 関係自治体との関係構築

Ⅱ 事業概要
• 再エネ促進法の適正な遂行を図るため、次の通り事業内容を実施した。

Ⅲ 結果
第１章 再エネ促進法発電事業者の不適切事案等を含む問合せ・情報提供への対応
⑴ 実施期間

• 2022(令和４)年４月11日～2023(令和５)年３月31日

⑵ 実施場所
• 札幌第１合同庁舎４階（北海道経済産業局エネルギー対策課内）/株式会社道銀地域総合研究所

⑶ 業務概要
• 担当課と必要な連携体制を構築し、地域住民、再エネ促進法関係事業者、自治体等から電話・メール等で寄せられ

る情報・問合せ、担当課からの情報提供及び担当課に寄せられた不適切案件情報等に関して対応した。
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⑷ 結果
• 問合せ等は令和4年4月～令和5年3月末日までに、計3,131件あった。
• 中でも「通報等の内容が、担当課の所管業務でありホームページ等において公表されていない内容、若しくは、個別具

体的な内容については、原則、担当課内の然るべき担当者が通報者に対して回答できるように情報収集・整理し、担
当課の然るべき担当者に連絡・調整・依頼・確認等の対応」に関する問い合わせが最も多かった。

不適切と思わる案件の例と対応状況について
対応終了 ・太陽光パネル飛散、柵の未設置、ネット飛散といった設備関係の未整備に関する通報があり、事業者に改善行動を促し改

善結果を確認済

・太陽光パネルの違法設置の相談あり、情報収集、整理し、当局から通知済み
・発電設備に関して再エネ促進法に抵触する旨の通報があり、事業者等確認し、通報者に連絡済
・発電設備に関して再エネ促進法に抵触する旨の通報があり、関係機関と連携し状況確認等し、関係機関から事業者へ注
意喚起済
・その他（発電設備転売にあたっての権利問題、事業者情報の公表等の問合せ）対応

対応中 ・関係機関からの通報に関する相談あり、状況確認し相談について対応等した。現在関係機関が事業者等に対応

• 不適切案件については、下記の通りそれぞれ適切な対応を実施した。

第２章 再エネ促進法認定事業計画におけるトラブル事案の可能性調査及び提案
⑴ 業務概要

• 認定件数の多い20kW未満の小型風力発電設備の再エネ促進法認定事業計画（約2,000件）について、今後トラブ
ルになり得る可能性のある案件の概要や報告すべき内容を事前に担当課と協議したうえで、担当課が保有する既存の認
定に関する資料等により全数調査した。

• 調査の結果、再エネ促進法等又は事業計画策定ガイドラインを遵守されていないおそれがある案件は、担当課に報告した。
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• 再エネ促進法認定事業計画におけるトラブルの可能性調査約2,000件において、①発電設備の適切性、②発電設備の
設置場所の適切性、③発電設備の配線構造の適切性について調査等を行ったところ、違法性があることが確認できたもの
はなかった。

第３章 通報等に係る効率的・効果的な情報共有・進捗管理方法の調査及び提案

• 今後、担当課の複数職員が、不適切な事案の通報等に係る通報等の内容、対応日時、対応方法、対応の結果等を
常に把握出来るような情報共有・進捗管理の方法を調査し、再発防止に向けた業務改善プロセスについて提案した。

⑴ 業務概要

【不適切事案対応の業務改善プロセスについて】
再エネ促進法発電事業者の不適切事案については、
１．関係法令、条例・ガイドライン等に基づいて、「事実関係をしっかりと把握」した上で、
２．発電設備が設置されている自治体をはじめとする「関係行政機関と情報交換、連携」し、
３．不適切な案件については、「事業者に改善行動を促す等」
することが対応のベースとなる。

• 通報への対応の標準化、業務改善のプロセスとしては、次ページの図に記載した内容について確認等した上で、対応する
ことを担当者間で情報共有することを提案する。

【情報共有・進捗管理方法の調査結果】
• 効率的・効果的な情報共有方法としては、通報を対応した者が、各案件のやり取りの記録（一つのエクセルファイルにて、

シート別でやり取り内容を全て記録）と、合わせて事業者情報や、位置関係（地図等）も合わせて調べたものを一本のファ
イルとし、案件毎のファイルを複数の担当者間で見られるように、「通報等フォルダ」に一括保管する。

• 進捗管理方法としては、「案件一覧表（案件名、対応開始日時、終了日時、対応状況等が記載された一覧表）」での管
理と、各案件毎のファイル名に「（日付）より現在対応中」、「（日付）にて対応終了」等とファイル名からも進捗がわかるよう
記録しておくことが望ましいことが明らかとなった。

⑵ 結果

⑵ 結果
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• 再エネ促進法発電事業者の不適切事案等を含む問合せ・情報提供への対応の業務を実施する中で、通報等の種類、
内容ごとに、対応に要した時間、対応方法、通報等の類型化、課題解決の方策、活用したホームページ・資料・法令・条
例・ガイドライン、調整方法、調整が必要となった自治体・関係機関等を取りまとめ、通報等への対応の標準化について、検
討・調査し、報告書として提案する。

• 不適切案件についての標準化については、前述の通りだが、不適切案件の通報では無い一般的な問い合わせへの対応
についても情報共有は必要である。

• そのためにはよくある問い合わせ事項と対応について、担当者が事前に対応についての情報共有・認識をは
じめ、業務効率化には、ホームページ等で確認してもらう為、ホームページの充実も必要となる。

第４章 標準化に向けた調査及び提案
⑴ 業務概要

⑵ 結果

通報等の
種類・内容 対応に要した時間 対応方法 通報等の

類型化
課題解決の
方策

活用したHP・資料・法
令・条例・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 調整方法 調整が必要となった自治

体・関係機関等

一般的な問合せ
（問合せ内容によって
異なるが）数日以上
かかる場合もある

（問合せ自体も電話
が多い為）主に電話
で回答

一般的な問合せ

担当課で回答すべき
事項は回答したが、既
にHP上で説明の記載
がある場合は閲覧を
促し、専用問合せ先
の案内等を実施

JPEA代行申請セ ン
ター、再エネ特措法
（FIT・FIP制度）及
び再生可能エネルギー
に係る支援制度に関
する問合せ窓口 等

業務効率化の為、既
に説明の記載がある
HPの閲覧を促す他、
専用問合せ先への連
絡先を案内した

-

不適切案件
（①事業者に不備が
あった場合）

（案件内容によって
異 な る が ） 数 日 ～
数ヶ月以上かかる場
合もある

電話・メール等 不適切案件
（不備有）

状況確認、事業者情
報調査、改善行動調
査 等

関連法令はじめ、発
電設備の設置されて
いる自治体で制定し
ている条例、ガイドライ
ン等

事前調査をふまえた上
で関係機関とのやり取
りを密に行い、事業者
へ改善を促した

発電設備の設置され
ている自治体、所管す
る振興局等

不適切案件
（②事業者に不備が
なかった場合）

（案件内容によって
異 な る が ） 数 日 ～
数ヶ月以上かかる場
合もある

電話・メール等 不適切案件
（不備無）

状況確認、事業者情
報調査等

関連法令はじめ、発
電設備の設置されて
いる自治体で制定し
ている条例、ガイドライ
ン等

調査等の結果不備が
無いことを確認

発電設備の設置され
ている自治体、所管す
る振興局等

【通報等の種類、内容別での対応等整理】
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⑴ 業務概要
• 再エネ促進法の施行以降、再エネ促進法発電設備の設置が進む中で地域の実情に則した再生可能エネルギーに関

する条例・ガイドライン等を制定し、地域において適切に再生可能エネルギー発電設備が立地するためのルールを発電
事業者等に課している自治体が増加している。

• 不適切な事案の問題解決プロセスを構築するため、道内関係自治体との連携を図るための会議や関係自治体が制
定する条例やガイドラインに関する調査・報告を行った。

⑵ 結果
① 関係自治体との連携を図る会議の開催（2回開催）

• 担当課が再生可能エネルギーに関する条例やガイドライン等を制定している又は制定する意欲のある道内自治体と連
携体制の構築を図るための会議を開催できるよう、開催・運営の業務を行った。

第５章 関係自治体との関係構築

第1回 「令和4年度地熱資源開発に係る自治体連絡会議」
①開催日時 2022(令和４)年10月３日(月)14:00～15:30
②開催場所 TKPガーデンシティ札幌駅前ホール3C
③開催方法 事前参加申込制とし、オフライン及びオンラインいずれでも 参加可とした
④参加対象 道内地熱関連自治体
⑤参加自治体数 23自治体
⑥議事 ⑴地熱発電の導入拡大に向けた経済産業省の取組（資源エネルギー庁） / ⑵北海道の地熱資源利活用拡大の取組（北海道）

⑶道内の地熱開発と発電の現況、課題と今後の展望（(地独)北海道立総合研究機構ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境・地質研究所）
⑷先進事例の紹介 ～地熱資源を活用した「弟子屈・ジオ・エネルギー事業」～（弟子屈町） / 質疑応答

第2回 「令和4年度地域連絡協議会（地域再エネ車座）【北海道】」

①開催日時 2022(令和４)年11月24日(木)14:30～16:30
②開催場所 TKPガーデンシティ札幌駅前ホール3C
③開催方法 事前参加申込制とし、オフライン及びオンラインいずれでも参加可とした
④参加対象 道内自治体
⑤参加自治体数 45自治体
⑥議事 ⑴地域と共生した再エネの大量導入に向けて（資源エネルギー庁）/⑵ 道内自治体の条例等の制定状況とヒアリング調査結果（北海道経済産業局）

⑶自治体の事例発表（①稚内市、②えりも町、③長沼町、④京極町、⑤ニセコ町） / 質疑応答
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【条例・ガイドラインの制定自治体数】
• 条例・ガイドラインの制定自治体数は、2015年度以前は条例は1自治体、ガイドラインは2自治体にとどまっていたが、

2016年度以降増加傾向にあり、2022年度には条例は17自治体、ガイドラインは35自治体において制定されてい
る。

② 自治体の制定する条例・ガイドライン等の収集・調査・分析
• 自治体が制定する再生可能エネルギーに関する条例・ガイドラインについてホームページ等閲覧の方法により情報を

収集し、その内容等の詳細についての類型化を行った。

【再エネ条例制定の類型】
• 再エネ条例制定の類型につい

て、届出等への処分等の種別、
条例の対象エリア、合意形成
に関する規定の内容等につい
て整理した。
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長沼町

長沼町太陽光発電施設の設置に関する条

例
2021年7月1日 太陽光 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

石

狩
当別町 当別町再生可能エネルギー活用推進条例 2016年3月17日 再エネ全般 ● ● ● ● ●

ニセコ町
ニセコ町再生可能エネルギー事業の適正

な促進に関する条例
2022年4月1日 再エネ全般 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

古平町
古平町自然環境、景観等と再生可能エネ

ルギー発電事業との調和に関する条例
2020年3月13日 2020年3月13日

太陽光

風力
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

豊浦町
豊浦町バイオガスプラント設置及び管理

に関する条例
2019年2月15日 2019年4月7日 バイオマス ● ● ● ● ● ● ● ●

厚真町
厚真町太陽光発電施設の設置に関する条

例
2020年7月13日 2020年9月1日 太陽光 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

安平町
安平町太陽光発電施設の設置に関する条

例
2020年12月21日 2020年12月21日 太陽光 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

日

高
えりも町

えりも町再生可能エネルギー発電設備等

の設置及び運用の基準に関する条例及び
2021年9月16日 2021年9月16日 再エネ全般 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

渡

島
鹿部町

鹿部町地熱資源の保護及び活用に関する

条例
2019年3月11日 2019年4月1日 地熱 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

上

川
東神楽町 東神楽町再生可能エネルギー推進条例 2013年3月25日 2013年4月1日 再エネ全般 ● ● ● ● ● ● ●

留

萌
羽幌町

羽幌町再生可能エネルギー発電設備等の

設置及び運用の基準に関する条例
2021年6月23日 2021年6月23日 再エネ全般 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

宗

谷
稚内市

稚内市小型風力発電設備等の設置及び運

用の基準に関する条例

2017年12月13

（改正：2018年
2017年12月13日 風力 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

斜里町
斜里町再生可能エネルギー発電施設の設

置に関する条例
2021年12月17日 2022年4月1日

太陽光

風力
● ● ● ● ● ● ● ●

興部町再生可能エネルギー発電設備設置

促進条例
2016年12月16日 2016年12月16日 再エネ全般 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

興部北興バイオガスプラント設置及び管

理条例
2016年9月14日 2016年11月1日 バイオマス ● ● ● ● ● ●

浜中町
浜中町再生可能エネルギー発電施設の設

置に関する条例
2020年12月1日 2021年4月1日

太陽光

風力
● ● ● ● ● ● ● ●

弟子屈町
弟子屈町地熱資源の保護及び活用に関す

る条例
2017年1月23日 2017年4月1日 地熱 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

鶴居村
鶴居村美しい景観等と太陽光発電事業と

の共生に関する条例
2021年12月1日 2022年4月1日 太陽光 ● ● ● ● ● ● ● ●
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